
京都市市営住宅入居者の安全確保に係る住替え実施要綱 
 
（趣旨） 
第１条 この要綱は、京都市市営住宅条例（以下「条例」という。）別表に掲げる市営住宅のうち、

京都市市営住宅ストック総合活用指針で住替え実施団地と判定された市営住宅（以下「住替え実

施住宅」という。）の入居者に対し、耐震性が確保され、かつ、浴室が設置された市営住宅等への

住替えに関し必要な手続を定めることにより、入居者の安心・安全な住環境を確保することを目

的とする。 
（住替え事業開始日） 
第２条 住替え事業開始日は、別に定める。 
（移転の申出） 
第３条 住替え実施住宅の入居者（以下「住替え対象者」という。）は、住替え事業開始日以降に、

現に入居している市営住宅（以下「旧住宅」という。）から次の各号に掲げる住宅（以下「住替え

先住宅」という。）へ住替え事業への協力の意思を持って住替えをしようとするときは、移転申請

書（第１号様式）を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。 
 （１）別表に掲げる市営住宅 
 （２）市営住宅以外の住宅 
２ 前項の規定は、住替え対象者が次条に規定する募集に申し込もうとする場合のほか、次の各号

に掲げる場合のうち、住替え事業への協力の意思を持って住替えをしようとする場合に適用する。 
 （１）住替え対象者が、京都市市営住宅条例第４条に定める公募により、前項第１号に掲げる市

営住宅に住み替えようとする場合 

 （２）住替え対象者が、京都市市営住宅住宅変更実施要綱第３条各号（第５号を除く。）に規定す

る住宅変更により、他の市営住宅に住み替えようとする場合 
 （３）住替え対象者が、前項第１号に掲げる市営住宅の入居者と同居し、旧住宅を明け渡そうと

する場合 
（住替え希望者の募集） 
第４条 住替え対象者のうち、前条第１項第１号に掲げる市営住宅のうち別に定める住宅への住替

えを希望する入居者（以下「住替え希望者」という。）の募集は、公募により実施し、公募後に選

考を行う。 
（選考の方法） 
第５条 住替え希望者の公募に係る方法や期間、選考の方法等については、別に定める。 
（欠格事項） 
第６条 次の各号のいずれかに該当するときは、住替え事業の対象としない。 
（１） 住替え対象者が条例第２６条第１項各号のいずれかに該当するとき。 
（２） 住替え対象者が条例第２７条第２項に該当するとき。 
（家賃の減額） 
第７条 この要綱により住替え先住宅に住替えを行う場合は、条例第１７条第５号の規定に基づき、

条例第１５条第１項若しくは第５項又は第２９条第１項、第３１条第１項若しくは第２９条の２

の規定により算定した住替え先住宅の家賃の額（以下「新住宅家賃額」という。）が、旧住宅に係

る明渡しの日の属する月の家賃の額（以下「旧住宅最終家賃額」という。）を超えるときは、新住

宅家賃額から旧住宅最終家賃額を控除した額に次の表の左欄に掲げる入居期間の区分に応じ、そ



れぞれ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額（その額に１００円未満の端数があるときは、これ

を切り上げた額）を減額するものとする。 

入居指定日の属する月（以下「入居月」という。）から 12 箇月まで ６分の５ 

入居月から 12 箇月を超え、24 箇月まで ６分の４ 

入居月から 24 箇月を超え、36 箇月まで ６分の３ 

入居月から 36 箇月を超え、48 箇月まで ６分の２ 

入居月から 48 箇月を超え、60 箇月まで ６分の１ 

２ 第３条に規定する移転申請書の提出があった場合は、京都市市営住宅条例施行規則第８条に規

定する家賃に係る減免の申込みがあったものとみなす。 
（敷金の減額） 

第８条 この要綱により住替え先住宅に住み替える場合にあっては、条例第１９条第２項において

準用する条例第１７条第５号の規定に基づき、条例第１９条第１項に規定する敷金の額から、当

該入居予定者が既に本市に納入した敷金の額を控除した額を減額する。 
２ 前条第２項の規定は、前項の規定による敷金に係る減免の手続について準用する。 
（移転料及び協力金の支払） 
第９条 市長は、住替え事業開始日以後に、住替え対象者が住替え先住宅に移転するときは、京都

市市営住宅建替事業実施要綱（以下「建替要綱」という。）第５条第１項及び別表第１の規定を準

用し、移転料及び協力金（以下「移転料等」という。）を支払うものとする。 
２ 前項の協力金については、建替要綱別表１の２協力金の左欄中「建替事業により旧住宅等から

市営住宅以外の住宅等（仮住居棟を除く。）に移転した場合」とあるのは「住替え事業に伴い旧住

宅から市営住宅以外の住宅に移転した場合」と読み替え、「旧住宅等から仮住居等（入居者が借り

上げる民間賃貸住宅等に限る。）に移転した場合」の区分を削り、「その他の場合」とあるのは「市

営住宅へ住み替えた場合」と読み替える。 
３ 前２項の規定により移転料等を支払う場合において、市長は移転に関する契約書（第２号様式）

により、当該住替え対象者と契約を締結するものとする。 
（移転完了予定日の変更） 
第１０条 住替え事業により住替え先住宅への移転が決定した入居者等は、病気、災害その他やむ

を得ない理由により移転完了日までに移転することができないと市長が認めたときは、明渡し日

及び移転完了日を変更できる。この場合、改めて移転申請書（第１号様式）を提出することとす

る。 
（移転の辞退） 
第１１条 住替え事業により住替え先住宅への移転が決定した入居者等が、病気、災害その他やむ

を得ない理由により、移転を辞退する場合は、本市に移転辞退届（第３号様式）を提出しなけれ

ばならない。この場合、当該入居者等は、すでに受け取っている移転料等があれば返還しなけれ

ばならない。 
（移転完了届） 
第１２条 入居者は、住替え先住宅に移転を完了したときは、移転完了届（第４号様式）を市長に

提出しなければならない。 
（補則） 
第１３条 この要綱の施行に関し必要な事項は、住宅事業担当部長が定める。 
   附 則（令和元年９月１日決定） 

この要綱は、決定の日から施行する。 



 

  附 則（令和５年１２月１３日決定） 

この要綱は、令和６年１月１日から施行する。 

 

附 則（令和６年３月２５日決定） 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和７年３月３１日決定） 

この要綱は、決定の日から施行する。 

 

別表（第３条関係） 
 住替え先団地 

京都市市営住宅ストック総合活用指針（令和３年９月策定。以下同じ。）の第６の「１ 団地及

び住棟の活用方針と本指針で実施する事業一覧」において、「団地の活用判定」が「将来活用検

討団地」、「ＮＴ再編検討団地」及び「長期活用検討団地」の公営住宅 
京都市市営住宅ストック総合活用指針の策定後、新たに建設された公営住宅（建替え後の公

営住宅を含む。） 
 



京都市市営住宅建替事業実施要綱（抜粋） 
 
 
（移転料等の支払）  
第５条 市長は、旧住宅等の入居者等に対し、建替事業の実施に伴う住宅等に係る移転

（仮移転及び本移転をいう。）に要する費用として、別表第１に掲げる移転料及び協力

金（店舗付住宅又は店舗の移転にあっては、別に定める移転料その他必要と認めるも

の。以下同じ。）を支払うものとする。ただし、次に掲げる場合は、特に必要があると

認めるときに支払うものとする。  
 ⑴ 第２条第１項第４号に規定する住宅に仮移転する場合  

⑵ 仮住居等から市営住宅等以外に本移転する場合  
 
 
別表第１（第５条関係）  
１ 移転料 

区      分  金    額 

移転料  
同一市営  
住宅内 貨物自動車※1 

不要        ２６０，０００円  
必要        ３５０，０００円  

そ  の  他  ３８０，０００円  

付加移転料  

電 話 移 設 料  １回線につき １１，３３０円  

クーラー移設料  
セパレート型  １台につき  ４４，３３０円 

そ  の  他  １台につき  ２２，１１０円 

湯 沸 器  移 設 料  １台につき  ４５，３２０円 

ピアノ移設料  
（調律費を含む。）  

１階から１階  １台につき  ６８，２３６円 

１階から２階又は

２階から１階※2 １台につき  ８１，７２７円 

そ  の  他※2 １台につき  ９５，２１９円 

※1 移転先が旧住宅の近接住棟の場合、貨物自動車は不要とする。ここで言う近接住

棟とは、旧住宅を含む住棟及び旧住宅を含む住棟と渡り廊下等により物理的に接合

している住棟をいう。なお、移転先が近接住棟ではない場合であっても、旧住宅を

含む住棟からの移転において貨物自動車を要しないと判断できる住棟の場合は不要

とする。 

※2 旧住宅、移転先にピアノを運搬できるエレベーターがあり、使用可能な場合は、

それぞれの階数を 1 階と読み替えて移設料を算定する。 

 

２ 協力金 
区        分  金    額 

建替事業により旧住宅等から市営住宅以外の住宅等（仮

住居等を除く。）に移転した場合  ３８０，０００円  

旧住宅等から仮住居等（入居者が借り上げる民間賃貸住

宅等に限る。）に移転した場合  １９０，０００円  

その他の場合   １４０，０００円  

 


